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仙台市地球温暖化対策推進計画（改定版）の概要

本市は、京都議定書等の趣旨を踏まえ、本市市域における温室効果ガスの削減目標とそ

の削減目標を達成するための施策を取りまとめ、市民・事業者・行政の協働により、地球温

暖化対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成７年９月に策定した「仙台市地球温暖化

対策推進計画」を全面改定する。また、本計画の中に市自らが排出する温室効果ガス削減の

ための取組を地球温暖化対策実行計画として組み込み、地球温暖化対策の推進を率先して

図る。

１．計画改定の経緯等

（１）本市は、平成７年９月に「仙台市地球温暖化対策推進計画」を策定し、二酸化炭素

の排出抑制対策のための市・事業者・市民の役割や行動指標を定め、また、平成９年

３月に策定した「杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画 」において、市民一人あ）

たりの二酸化炭素排出量を平成２年（1990年）レベル以下に低減する目標を設定し、

地球温暖化対策に取り組んできた。

（２）一方、地球温暖化対策については、平成９年（1997年）12月に開催された気候変動

枠組条約第３回締約国会議（COP3）において６種類の温室効果ガスについて法的拘束

力のある「京都議定書」が採択された。これを受け、我が国は京都議定書の平成14年

（2002年）締結を目指し、平成14年（2002年）３月に地球温暖化対策推進大綱を見直

すとともに、地球温暖化対策推進法改正案を今国会に提出し、国内制度の整備・構築

及び京都議定書締結の承認に向けた準備に全力を尽くしているところである。

（３）これら状況に対応し、地球温暖化対策をさらに積極的に推進すべきとの判断から、

本市は平成13年１月22日に「仙台市における地球温暖化対策のあり方について」を仙

台市環境審議会に諮問し、計４回にわたる審議を経て、平成13年７月13日に答申を受

けた。

（４）この答申を踏まえ、二酸化炭素を含む６種類の温室効果ガスの削減目標とその目標

を達成するための対策を体系化し、市民・事業者・行政の協働のもとに本市市域にお

ける総合的な地球温暖化対策を継続的かつ長期的に推進するための進行管理の仕組み

を導入するため、これまでの「仙台市地球温暖化対策推進計画」を全面改定するもの

である。

（５）また、本計画の中に 「地球温暖化対策推進法」第８条第１項に基づく実行計画と、

して事務事業における温室効果ガス排出抑制対策を行う計画を組み込み、市自ら地球

温暖化対策の推進を率先して行うこととしている。
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２．地球温暖化対策推進計画の概要

（１）削減目標
平成22年度（2010年度）において本市地域における温室効果ガスの市民一人当たりの排

出量を平成２年度比（1990年度比）で７％削減する。

本市地域における温室効果ガス削減目標の設定にあたっては、京都議定書の趣旨を

、 、踏まえ 市民生活や経済社会活動の基盤となるエネルギー需要面での対策を中心とし

国レベルの削減目標を基に市民一人ひとりが適切かつ公平に分担できる削減量を算出

し削減目標とした。

（２）地球温暖化対策の体系
本市域の温室効果ガスの削減目標を達成するため、二酸化炭素などの温室効果ガスの排

、 、 。出を抑制するための対策を体系化し 市民・事業者・行政の協働により その推進を図る

※詳細は別紙１を参照。

（３）重点的に取り組む地球温暖化対策
地球温暖化対策を市民との協働のもとに強力に推進するためには、より効果的な取組が

必要であることから、取り組むべき施策の重点化を図ることが必要。特に、本市の場合、

エネルギー消費に関係の深い民生・家庭部門、業務部門及び運輸部門の３部門での二酸化

炭素の排出量が増大していることから、それぞれについて具体的な目標とその対策を明記

した。

<<重点的に取り組む対策>>

住宅や業務施設などにおける省エネルギーの推進�

太陽光などの自然エネルギーの有効利用�

自動車へ過度に依存しない社会の形成�

（４）市民・事業者・行政の取組
市民・事業者・行政は、各々の役割のもと、具体的な温室効果ガスの排出抑制のため、

具体的な地球温暖化対策のための行動を定めた。

※詳細は別紙２を参照。
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（５）目標達成に向けた方策
計画に基づく地域の市民・事業者・行政の協働による推進組織を立ち上げ、その推進組

織が、温室効果ガスの排出状況や各種施策の進捗状況を定期的に点検し、その結果を踏ま

えながら必要な見直しを行いながら目標達成に向けた継続的改善を図れるようＰＤＣＡサ

イクルによる環境マネジメントシステムの進捗管理を行う。

<<点検の項目とその期間>>

温室効果ガス排出量その将来推計（期間：３か年毎）�

計画策定時に想定した対策の普及状況や社会経済活動量（期間：３か年毎）�

地球温暖化対策による施策の実施状況（期間：毎年度）�

３．地球温暖化対策実行計画（ ）の概要市の事務事業に関する実行計画

本市域の大規模な事業者・消費者である仙台市が、自らが排出する温室効果ガスの削減

のための数値目標とその目標を達成するための具体的な対策を設定し、地球温暖化対策の

推進を率先して図る。

（１）温室効果ガスの削減目標
平成17年度（2005年度）において、市の事務事業の実施に伴う温室効果ガス排出量を平

成11年度（1999年度）より４％削減する。

（２）削減目標の設定の考え方
温室効果ガス削減目標については、以下により設定した。

�率先して取り組んできた「第２期ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴｺﾌﾟﾗﾝせんだい（環境率先行動計画 」を）

基礎として既存対策を取りまとめた。

�さらに必要な追加対策を取りまとめ、それぞれの削減量の算定根拠を示した。

�また、推計が必要な追加取組については、地域計画の削減目標を前提とした。

、 、「 （ ）�なお 計画の期間については 第２期ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴｺﾌﾟﾗﾝせんだい 環境率先行動計画

との整合性を図るため、平成17年度までとした。
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（３）温室効果ガスの削減に向けた取組

<<財やサービスの購入・使用にあたっての配慮>>

財やサービスの購入・使用にあたって、自動車単体については低公害車を導入し、

また、自転車の活用などの取り組みや公共交通機関の利用促進も含め、できる限り自

動車そのものの使用を減らす取組を行うとともに、エネルギー消費効率の高い機器の

導入などの地球温暖化対策に係る取組を推進する。

<<建築物の建築・管理などにあたっての配慮>>

建築物の計画から、建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた環境負

荷の低減に配慮した環境配慮型施設（グリーン庁舎）や既存施設への省エネルギー診

断を参考しながら、今後の施設整備を図る。

<<その他の事務事業にあたっての環境保全への配慮>>

その他の事務事業におけるエネルギー使用量に伴う温室効果ガスの排出抑制を図るた

め、きめ細かい省エネルギー・省資源行動の推進や廃棄物の減量・リサイクルなどの

取組を推進する。

（４）計画の実施状況の点検・評価
計画の推進にあたっては、自らの事務事業の実施に伴って排出される温室効果ガス排出

総排出量を含め、当該計画の実施状況を毎年点検し、その結果を公表するとともに、職員

等に対する地球温暖化対策に関する研修の機会や情報提供を行う。
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（別紙１）
地球温暖化対策の体系図

環境パートナーシップの推進二酸化炭素排出抑制対策 二酸化炭素排出の少ない

先導的な環境配慮行動の推進ライフスタイルへの転換

環境教育・学習の推進

ごみの減量・リサイクルの推進

グリーン購入の推進二酸化炭素排出の少ない

企業の環境経営への支援産業構造の形成

環境産業の振興

京都メカニズムの活用

住宅やビルにおける省エネルギーの推進二酸化炭素排出の少ない

環境と共生した都市づくりの推進都市構造の形成

都市部における緑の保全・創出

新エネルギー導入の推進

公共交通機関の整備及び利用拡大二酸化炭素排出の少ない

公共交通機関の利用拡大交通体系の形成
地下鉄東西線整備事業の推進
公共交通機関を基軸とした幹線道路網の整備
既存鉄道の機能や結線機能の強化
オムニバスタウン事業の推進

モーダルシフト・物流の効率化等

交通需要管理（ＴＤＭ）の推進

時差通勤の促進

自動車の低公害化、低燃費化の促進

環境にやさしいエコドライブの促進

環境にやさしい燃料転換の推進二酸化炭素排出の少ない

電力負荷平準化の推進エネルギー供給構造の形成

新エネルギー導入の推進（再掲）

森林の保全・整備の推進緑地・森林の保全

都市部における緑の保全・創出（再掲）

木質バイオマスエネルギーの有効利用方策の検討

非木材資源の活用方策の検討

メタン、一酸化二窒素の排出抑制対策メタン、一酸化二窒素の

排出抑制対策

フロン類排出抑制対策ＨＦＣ等３ガスの

電気設備におけるＳＦ の排出抑制対策排出抑制対策 ６
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（別紙２）
各主体における地球温暖化対策の取組

家電機器、ＯＡ機器などの電気製品や日用品のグリーン購入市民に求められる取組 グリーン購入の推進

自動車のグリーン化

住宅・建築物のグリーン化

新エネルギーの導入

冷暖房温度の適正化エコライフ行動の
実践

節電などの省エネルギー、省資源行動の実践

エコドライブの実践

ごみの減量化・リサイクルの実践

緑化の推進

フロン類の適正処理

資材調達や事務用品・事務機器のグリーン化事業者に求められる グリーン購入の推進
取組

自動車のグリーン化

工場・事業場のグリーン化

新エネルギーの導入

冷暖房温度の適正化エコオフィス行動の
推進

節電などの省エネルギー、省資源行動の推進

地球にやさしい交通、物流システムの推進

環境管理の推進

ごみの減量化・リサイクルの推進

緑化の推進

フロン類の適正処理

環境にやさしい製品の開発・販売エコビジネスの推進

製品に係る環境情報やサービスの提供

京都メカニズムを通じた市場メカニズムの活用

地球温暖化防止に向けた活動への参加

市民や事業者の理解・行動を求める活動の展開市民・事業者の取組を 脱温暖化社会を実現
するための新しい

環境情報の連携・交流の促進促すための本市の取組 パートナーシップの
推進

波及効果の高い先導的な取組の促進・支援

脱温暖化の都市・地域基盤整備の推進都市基盤整備による
脱温暖化社会の推進

交通体系のグリーン化

吸収源対策

京都メカニズムを通じた市場メカニズムの形成

開発手続き的手法によるまちづくりの推進脱温暖化社会を構築
するための仕組みづ

経済的手法の仕組みづくりの検討くり

より実効性が高まる自主的手法の仕組みづくりの検討


